
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和○年（東）第○号 
申立人 Ｘ１ 外６名 
被申立人 東京電力ホールディングス株式会社 
 

和解案提示理由書 
                        令和６年２月７日 
 
                 原子力損害賠償紛争解決センター 
                    仲介委員 戸 嶋 洋 一 
 
上記当事者間の頭書事件について、当パネルが令和５年１０月３日に提示した

和解案（回答期限同月１７日）のうち、健康不安に基礎を置く精神的損害（中間

指針第五次追補第２の３）の増額分を提示した理由は、以下のとおりである。 
第１ 事案の概要 
 １ 申立人らの東京電力福島第一、第二原子力発電所事故（以下、「本件事故」

という）時における生活状況 
   申立人らは、本件事故時、申立外亡Ａ（〔申立人Ｘ２の実父である。〕昭和

○年○月○日生・本件事故時○歳・平成３０年２月○日死亡）、申立人Ｘ１

（〔申立人Ｘ２の実母である。〕・昭和○年○月○日生・本件事故時○歳）、同

Ｘ２（〔申立外亡Ａと申立人Ｘ１との長男である。〕・昭和○年○月○日生・本

件事故時○歳）、同Ｘ３（〔申立人Ｘ２の妻である。〕・昭和○年○月○日生・

本件事故時○歳）、同Ｘ４（〔申立人Ｘ２と同Ｘ３との子である。〕・平成○年

○月○日生・本件事故時○歳）、同Ｘ５（〔申立人Ｘ２と同Ｘ３との子である。〕・

平成○年○月○日生・本件事故時○歳）の６名で、飯舘村○○地区（平成２

３年３月１５日屋内退避指示、同年４月２２日計画的避難区域に指定。平成

２４年７月１７日居住制限区域に指定され、平成２９年３月３１日同指定が

解除された。）に所在する申立外亡Ａ所有にかかる住居に居住していた。 
２ 申立人Ｘ２について 
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原発事故当時、居住制限区域（飯舘村）に居住していた申立人ら及び被相続人

（亡祖父。申立人らのうち４名が法定相続分の限度で相続。）のうち、申立人

父について、原発事故後、避難先が見つからず、平成２３年４月の計画的避難

区域の指定から更に２か月程度にわたり同村に滞在を強いられたこと、原発事

故前よりも長い時間にわたって屋外活動を強いられたこと等を考慮して、中間

指針第五次追補第２の３に基づく健康不安に基礎を置く精神的損害（目安額３

０万円）の増額分として２０万円の賠償が認められるとともに、申立人祖母及

び被相続人について、申立人父と同様に計画的避難区域の指定から更に２か月

程度にわたり同村に滞在を強いられたこと等を考慮して、中間指針第五次追補

第２の３に基づく健康不安に基礎を置く精神的損害（目安額３０万円）の増額

分として各１０万円の賠償が認められるなどした事例。 



   申立人Ｘ２は、本件事故発生時において同村に居住していたところ、本件

事故以前から○○クリニックの○○において、○○として勤務していたが、

本件事故後は、○○人から１０人以下にまで激減してしまった職員体制のも

と、○○の小学校などに避難した○○の患者らの体調を確認し、薬を届ける

などの、普段とは異なるとても気を遣う業務を行い、毎日１時間ほどの残業

も強いられた。 
   また、申立人Ｘ２は、本件事故後、○○の消防団の○○として、同じく、

○○人から１０人未満まで激減した団員体制のもと、地元の集会所に避難し

てきた被災者ら（避難区域からの避難者を含む。以下同じ。）及び集会所に避

難できなかった被災者らの各家庭をまわって、いずれも水や食料などの生活

必需品を配布すること、小学校などに避難してきた被災者らに対して、薬の

不足はないかなどと体調を確認し、○○の患者ら同様に、薬を配布すること、

ガソリンスタンドに殺到した被災者らの車両を、屋外にて誘導すること、本

件事故前から行っていた夜警の仕事などの各業務に従事することとなった。

この内、車の誘導の業務は、週３日、未だ団員らが残っていた間は、午前８

時から午後８時までの二交代制、団員らが避難でさらに減少してからは、一

交代制という過酷なものであった。 
   また、夜警の業務は、本件事故前には月に２・３回であったものが、本件

事故後は週２・３回ほど、午後７時から９時までの１時間（付随業務を入れ

ると１時間半ほど）にわたって、車で見回りを行うというものであった。 
さらに、普段から行っていた庭の手入れや、同人の子らである申立人Ｘ４・

Ｘ５の送迎なども、本件事故前から変わらずに行っていた。 
   一方、申立人Ｘ２は、同村役場に避難先の紹介を依頼していたが、避難先

が紹介されたのは、平成２３年５月の終わり頃となってからであった。 
   これらの事情により、申立人Ｘ２は、平成２３年６月１９日に福島市内の

借上げアパートに避難するまで、避難を実行することができなかった。 
 ３ 申立人Ｘ１及び申立外亡Ａについて 
   申立人Ｘ１及び申立外亡Ａは、本件事故発生時において、同村に居住して

いたところ、同人らは、本件事故当初は、放射性物質の飛散に関する情報が

何もなかったため、本件事故前同様に、山歩きや家庭菜園での花木栽培など

の屋外活動に従事していた。また、同村が計画的避難区域に指定された平成

２３年４月２２日以降も、買い物など生活に必要不可欠な外出は避けられな

かった。 
一方で、同村役場に避難先の紹介を依頼していたが、避難先が紹介された

のは平成２３年５月の終わり頃となってからであった。 
   このような事情により、申立人Ｘ１及び申立外亡Ａは、平成２３年６月１

９日に、二本松市の保養センターに避難するまで、避難を実行することがで

きなかった。 
第２ 和解案の内容 
１ 申立人Ｘ２に関する和解案について 



   申立人Ｘ２については、上述したとおり、計画的避難区域の指定からさら

に２か月程度にわたり同村に滞在を強いられ、また、事故前よりも長い時間

にわたって屋外活動を強いられたことに鑑みて、目安額３０万円（令和５年

３月３０日一部和解済み）とは別に、２０万円の増額を認めた。 
 ２ 申立人Ｘ１及び申立外亡Ａに関する和解案について 
   申立人Ｘ１及び申立外亡Ａについては、上述したとおり、計画的避難区域

の指定からさらに２か月程度にわたり同村に滞在を強いられたことに鑑みて、

目安額３０万円（申立人Ｘ１につき、令和５年３月３０日一部和解済み）と

は別に、各１０万円の増額を認めた（なお、申立外亡Ａにつき、目安額３０

万円と１０万円の増額とを、申立人らの法定相続分の限度で、今回提示して

いる。）。 
第３ 被申立人の対応 
   被申立人は、令和５年１０月３日付和解案に対して、２週間後の回答期限

当日である同月１７日付上申書、同月３１日付上申書（２）、同年１１月１５

日付上申書（３）、同月２９日付上申書（４）で、いずれも回答期限の延伸を

求めた。その後、同年１２月１４日付上申書（５）において、和解案の再考

を求めるとして、提示から４か月を経過した現在に至るまで、受諾の回答を

しない。 
第４ 当パネルの判断 
 １ 健康不安に基礎を置く精神的損害（第五次追補第２の３）について 

上記指針は、［対象区域］につき、「計画的避難区域（中略）」と定める。［対

象者］につき、本件事故発生時に計画的避難区域（中略）に生活の本拠があ

った者」と定める。［損害項目］（指針）につき、Ⅰ）「対象者は、安心できる

生活空間を享受する利益を一定期間にわたり侵害されたものと認められ、そ

の侵害により生ずる健康不安を基礎とする精神的損害は、賠償すべき損害と

認められる。Ⅱ）Ⅰ）にかかる精神的損害の損害額については、中間指針第

３の［損害項目］の６の本件事故発生から平成２３年１２月末までの間を対

象期間として、中間指針第３の［損害項目］の６の精神的損害の損害額に加

算するのが相当な算定方法と認められる。Ⅲ）Ⅰ）の具体的な損害額の算定

に当たっては、対象者のうち子供及び妊婦については６０万円（一人月額６

万円）を目安とし、その他の対象者については３０万円（一人月額３万円）

を目安とする。」と定める。 
［損害項目］備考１）では、「その滞在期間中、生活環境が健康に及ぼす影

響について安心できる生活空間を享受する利益を侵害されたものと認められ、

その侵害によって生ずる健康不安を基礎とする精神的損害は、自主的避難等

対象区域における損害を上回るものであり、賠償に値するものと判断した。」 
「具体的には、計画的避難区域（中略）において一定期間（概ね１ヶ月か

ら２ヶ月程度の期間が想定されている。）以上滞在した者については、健康不

安を基礎とする精神的損害が認められるものと判断し、計画的避難区域（中

略）が同損害の対象区域となる。」と定める。 



同備考２）では、「本件事故発生時に対象区域に住居があった者については、

類型的に上記一定期間対象区域に滞在したと認めるのが相当である。」と定

める。 
同備考３）では、「安心できる生活空間を享受する利益の侵害により生ずる

健康不安は、その性質上、対象区域から避難することにより直ちに解消され

るものではなく、避難実行後も引き続き存続すると考えられる。この点に関

し、福島県が実施した調査（中略）においては、住民の行動記録を基にした

外部被ばく線量の推計値が、これまでの疫学調査の結果から発がんリスクが

増加することが指摘される１００ミリシーベルトを下回っていることから、

「放射線による健康影響があるとは考えにくい」とされており、同調査の結

果が平成２３年１２月に公表されたことにより、前記の健康不安はある程度

軽減されたものと考えられるものの、それまでの間は健康不安が軽減される

ことなく存続したと考えられるから、本件事故発生から平成２３年１２月末

までの期間を賠償の対象となる期間とすることが相当である。」と定める。 
２ 第五次追補における基本的な考え方 

第五次追補第１の２は、その二段落目において、第五次追補を含む中間指

針の基本的な考え方として、「本審査会の指針が示す損害額の目安が賠償の

上限ではないこと」（すなわち、個別具体的な事情に応じてこれを増額し得る

ものであること）「はもとより、本審査会の指針において示されなかったもの

や対象区域として明示されなかった地域が直ちに賠償の対象とならないとい

うものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認め

られるものは、全て賠償の対象となる。」ことを確認した上で、「東京電力株

式会社には、被害者からの賠償請求を真摯に受け止め、本審査会の指針が示

す損害額はあくまで目安であり、賠償の上限ではないことに改めて留意する

とともに、本審査会の指針で賠償の対象と明記されていない損害についても

個別の事例又は類型毎に、上記指針の趣旨やＡＤＲセンターにおける賠償実

務も踏まえ、かつ、当該損害の内容に応じて賠償の対象とする等、合理的か

つ柔軟な対応と同時に被害者の心情にも配慮した誠実な対応が求められる。」

旨を指摘している。 
 ３ 当パネルの判断 

上記のような中間指針の基本的な考え方（それが示す賠償額の目安は賠償

の上限ではなく、個別具体的な事情に応じてこれを増額し得るものであるこ

と。第五次追補第１の２）や、第五次追補第２の３の内容及び趣旨を前提と

した上で、当パネルとしては、申立人らを含む被害者らが、計画的避難区域

（設定前の時期を当然に含む。以下同じ。）に滞在を余儀なくされた期間、当

該区域に滞在中の活動の内容等の事情を勘案して、第五次追補第２の３に定

める目安額を上回る額の慰謝料を認めることが可能であるものと考える。 
以下、敷衍するに、そもそも、指針が示している損害額の目安は賠償の上

限ではなく、個別具体的な事情に応じてこれを増額し得るものであるとされ

ているところ、健康不安に基礎を置く精神的損害を検討するに際し、その侵

害利益たる「生活環境が健康に及ぼす影響について安心できる生活空間を享



受する利益」の侵害の程度、すなわち、被害者に生ずる健康不安の程度は、

計画的避難区域における滞在期間、滞在中の活動内容（例えば、環境省のモ

デルによると、木造家屋による低減効果０．４を享受し得ない状況下におい

て１日８時間を超えて、長時間にわたり屋外活動に従事していたなど。）等の

事情によって、当然、影響を受けることになる。 
この点、計画的避難区域とは、「本件事故発生から１年の期間内に積算線量

が２０ミリシーベルトに達するおそれのある区域として、概ね１か月程度の

間に、同区域外に計画的に避難することが求められる区域」をいう｛中間指

針第３【対象区域】（３）｝ところ、実際に避難を開始するまでには若干のタ

イムラグが生じ得ることを考慮したとしても、本件事故発生から、同区域の

指定（平成２３年４月２２日）を経て、第五次追補第２の３が想定する一定

期間（概ね１ヶ月から２ヶ月程度の期間）を超えて滞在する者は、あくまで

も例外に属し、ゆえに、上記指針が想定している滞在期間を超えているもの

ということができる。 
また、専門委員の最終報告３４ページ【避難状況】によれば、「飯舘村（４

月２２日時点で６０％程度の避難率）のように、計画的避難区域の設定時点

で多くの居住者等が区域内に滞在している地域もあり、特に飯舘村は住民の

大半が避難を完了したのは同年６月末だった。」とされているところ、本件申

立人ら３名の避難時期は、同月１９日とこれに極めて近接していた。 
さらに、同ページの【対象人口】によれば、合計約１０，０００人中、飯

舘村は約６，２００人とその６割強を占めるところ、その中でも特に大半が

避難を完了する同年６月末までに極めて近接した時期まで滞在が長引いた上

記３名に関しては、対象人口の中でも、取り分け滞在期間が長かったものと

して、上記したとおり、賠償の上限ではない目安額を超える増額がなされて

しかるべきであるということができる。 
なお、第五次追補第２の３備考２）は、「同区域（注・計画的避難区域）の

居住者においては、同区域設定以前に避難した者（中略）など、その行動態

様は様々である。」とした上で、「避難を開始した時期や滞在期間を特定した

上で、それに対応する形で賠償の態様に差を設けることは、公平性や立証負

担の観点から適切でなく、対象区域の居住者については、避難の実施時期を

問わず同等に類型的取扱いをすることに合理性があるというべきである。」

と定めるが、これは、第五次追補第２の３が、同区域の居住者を一律に賠償

の対象者とした理由を述べたものに過ぎず、既に述べたような当パネルの判

断を左右する性質のものではないことが明らかである。 
第５ 被申立人の反論について 
１ 被申立人は、令和５年９月１１日付準備書面（第５）・同年１０月１７日付

上申書において、「中間指針第五次追補においてはこの３０万円（注・目安額

をいう）という金額は１０か月分相当の相当線量地域滞在慰謝料の金額と考

えられ、制定されております。」とした上で、「被申立人として、月額３万円

（中略）に滞在月数を乗じた金額での賠償を検討したものの、直接請求手続

での迅速な賠償及び大量定型の観点から、個別の避難時期を問うことなく、



被災者に有利となるよう対象者に一律で１０か月分相当額の３０万円をお支

払いすることとしたものです。」と反論している。 
   しかし、第４の１にも記載したとおり、第五次追補第２の３は、①生活環

境が健康に及ぼす影響に着目し、計画的避難区域（中略）において一定期間

（概ね１ヶ月から２ヶ月程度の期間が想定されている。）以上滞在した者に

ついては、その滞在期間中、生活環境が健康について及ぼす影響について安

心できる生活空間を享受する利益を侵害されたものとして、賠償すべき損害

（健康不安を基礎とする精神的損害）が認められるものとし（同備考１）参

照）、②本件事故発生時に対象区域に住居があった者については、類型的に上

記「一定期間」（概ね１ヶ月から２ヶ月程度の期間）対象区域に滞在したと認

め（同備考２）参照）、③さらに、安心できる生活空間を享受する利益の侵害

により生ずる健康不安が、全ての対象者について平成２３年１２月に福島県

による調査の結果が公表されるまでは軽減されることなく存続したものとし

て（同備考３））、④６０万円（妊婦、子供）又は３０万円（その他の対象者）

の賠償の目安額を定めたものであることが、その本文及び備考の文言上明ら

かである。 
   そうすると、被申立人が「対象者に一律…３０万円をお支払い」したとい

うのは、第五次追補第２の３の定めに従った当然の措置というべきものであ

って、被申立人が検討したという「月額３万円…に滞在月数を乗じた金額で

の賠償」は、第五次追補の定めに反するものであることが明らかである。被

申立人の上記主張は、第五次追補の定めを正しく理解しないものというほか

ない。 
２ 被申立人は、令和５年１２月１４日付上申書（５）の１（２）において、

「上記３名様（注・申立人Ｘ２、同Ｘ１、申立外亡Ａをいう。）と同等の時期

に避難を実施された方が多数にのぼることをも前提とした上で指針が示され

ているのであって、上記３名様の避難実施時期は指針の目安額において当然

に勘案済みであり、これを増額すべき理由とはならない」と反論する。 
  しかしながら、まず、上記３名様と同等の時期に避難を実施された方が多

数にのぼるとの指摘については、本書第４の３にも記したとおり、専門委員

の最終報告３４ページ【避難状況】によれば、「飯舘村（４月２２日時点で６

０％程度の避難率）のように、計画的避難区域の設定時点で多くの居住者等

が区域内に滞在している地域もあり、特に飯舘村は住民の大半が避難を完了

したのは同年６月末だった。」とされているところ、上記３名の避難時期は、

同月１９日とこれに極めて近接しており、だとすれば、そもそも、同等の時

期に避難を実施された方が多数いるとの指摘は当たらないものと言わざるを

得ない。 
   次いで、上記３名様の避難実施時期は指針の目安額において当然に勘案済

みであり、これを増額すべき理由にはならないとの指摘については、これも

本書第４の３に記したとおり、同ページの【対象人口】によれば、合計約１

０，０００人中、飯舘村は約６，２００人とその６割強を占めるところ、そ

の中でも特に大半が避難を完了する同年６月末までに極めて近接した時期ま



で滞在が長引いた上記３名に関しては、対象人口の中でも、取り分け滞在期

間が長かったものとして、本書第４の２でも記したとおり、上限ではない目

安額を超える増額がなされてしかるべきであるということができる。   
３ 被申立人は、令和５年９月１１日付準備書面（第５）、同年１０月１７日付

上申書及び同年１２月１４日付上申書（５）の１（３）において、「相当線量

地域滞在慰謝料を認める対象を当該区域に「一定程度以上滞在した者」とす

るもの（すなわち一定期間以上の滞在を相当線量地域滞在慰謝料の対象要件

とするもの）であって、１ヶ月から２ヶ月以上の滞在に対応する慰謝料額の

目安を３０万円としたものではありません。」との反論をしているが、既に述

べたような中間指針の基本的な考え方、第五次追補第２の３の内容及び趣旨

を正しく理解しないものというほかなく、採用することができない。 
   すなわち、本書第４の３においても記したとおり、生活環境が健康に及ぼ

す影響について安心できる生活空間を享受する利益の侵害を認める場合に、

その侵害の程度（被害者に生ずる健康不安の程度）は、計画的避難区域にお

ける滞在期間、滞在中の活動内容（例えば、長時間にわたり屋外活動に従事

していたなど）等の事情次第では、第五次追補第２の３が、目安額を定める

に当たり想定した侵害の程度（概ね１ヶ月から２ヶ月程度の期間、上記区域

に滞在しただけの者に生ずる侵害の程度。）よりも重いものとなり得ること

は明らかであるから、申立人らを含む被害者らが、計画的避難区域に滞在を

余儀なくされた期間、当該区域に滞在中の活動の内容等の事情を勘案して、

第五次追補第２の３に定める目安額を上回る額の慰謝料を認めることが可能

であるものというべきである。 
 ４ 被申立人は、令和５年１２月１４日付上申書（５）の１（４）において、

「指針は、『安心できる生活空間を享受する利益』を被侵害利益と捉えている

のであって、滞在による健康影響そのものや、不安感の発生自体を損害とす

るものではありません。」とした上で、あたかも、本和解案がそれら健康影響

や不安感の発生自体を損害としたなどとして論難する。 
   しかしながら、本書第４の３でも記したとおり、当パネルは、指針が示す

安心できる生活空間を享受する利益につき、計画的避難区域における滞在期

間の長さやその間の活動内容等によって、その侵害程度が増加することがあ

り得ることを増額の理由としている。被申立人の反論は、当パネルの考え方

を正しく理解しないものであり、これを採用し得ないものであることが明ら

かである。 
第６ まとめ 
   以上の次第であるから、被申立人においては、速やかに当パネルが示した

和解案に対して、受諾の回答をすることを強く求める。 
以上 

 


